
教育・ 保育及び

地域子ども ・ 子育て支援事業の

量の見込みと確保の方策
（ 第３ 期深谷市子ども ・ 子育て支援事業計画）

第4 部



第１ 章 教育・ 保育提供区域について

（ １ ） 区域設定の基本的な考え方

国の基本指針では、 子ども ・ 子育て支援事業計画の策定における基本的記載事項と し て市町村

における「 教育・ 保育提供区域」 を設定すること と されています。 また、 提供区域を定めるにあ

たり 、 地理的条件、 人口、 交通事情その他社会的条件、 現在の教育・ 保育の利用状況、 教育・ 保

育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案し て定めるなどと 記載さ れて

います。

（ ２ ） 本計画における教育・ 保育提供区域

細かく 区域を設定し た場合、 一過性の需要に対応できないなど必要な時期に必要な供給を確保

できない可能性があり ます。 また、 現状では区域内におけるニーズや施設数に差があり 、 区域内

での量の調整や確保が難し いこと が想定さ れます。 市内全体を１ つの提供区域と した場合、 需要

に見合った柔軟な確保の方策を講じ ること で、 結果と し て、 利用者が選択できる施設・ 事業の幅

が広がると 考えられます。

以上を踏まえ、 市内全体を１ つの提供区域とし て設定すること と し ます。
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第２ 章 こどもの人口推計

令和２ 年から令和６ 年までの住民基本台帳人口（ ４ 月１ 日時点） を基に、性別・ １ 歳ごとのコー

ホート 変化率法により 計画期間のこどもの人口を推計し ました。 推計結果は以下のと おり です。

こどもの人口実績及び推計値（ 単位： 人）

実績 推計

令和２ 年 令和３ 年 令和４ 年 令和５ 年 令和６ 年 令和７ 年 令和８ 年 令和９ 年 令和10年 令和11年

０ 歳 863 8 6 9 8 3 7 7 6 2 7 5 8 7 3 3 7 1 5 7 0 0 6 7 4 6 6 0

１ 歳 984 8 9 6 9 1 5 8 9 2 7 9 1 7 9 1 7 6 5 7 4 7 7 3 1 7 0 4

２ 歳 1 , 0 1 2 1 ,0 0 3 9 1 1 9 2 9 9 1 2 8 0 6 8 0 6 7 8 0 7 6 2 7 4 6

３ 歳 1 , 1 0 1 1 ,0 0 9 1 ,0 0 8 9 4 3 9 4 0 9 2 6 8 1 8 8 1 8 7 9 2 7 7 4

４ 歳 1 , 0 8 9 1 ,0 8 9 1 ,0 1 3 1 ,0 1 3 9 5 8 9 4 3 9 2 9 8 2 1 8 2 1 7 9 5

５ 歳 1 , 0 7 9 1 ,0 9 4 1 ,0 9 0 1 ,0 2 3 1 , 0 2 2 9 6 4 9 4 9 9 3 5 8 2 7 8 2 7

６ 歳 1 , 1 2 2 1 ,0 7 6 1 ,1 0 2 1 ,1 0 2 1 , 0 3 8 1 , 0 3 0 9 7 2 9 5 7 9 4 3 8 3 4

７ 歳 1 , 1 8 2 1 ,1 2 5 1 ,0 8 0 1 ,1 0 4 1 , 1 0 6 1 , 0 4 1 1 ,0 3 3 9 7 5 9 6 0 9 4 6

８ 歳 1 , 1 8 8 1 ,1 9 6 1 ,1 2 6 1 ,0 7 8 1 , 1 1 6 1 , 1 1 3 1 ,0 4 8 1 ,0 4 0 9 8 2 9 6 7

９ 歳 1 , 1 7 2 1 ,1 8 8 1 ,1 9 7 1 ,1 2 3 1 , 0 8 5 1 , 1 1 9 1 ,1 1 6 1 ,0 5 1 1 ,0 4 3 9 8 5

1 0歳 1 , 2 6 3 1 ,1 7 4 1 ,1 9 6 1 ,2 0 1 1 , 1 3 3 1 , 0 9 1 1 ,1 2 5 1 ,1 2 2 1 ,0 5 7 1 , 0 4 9

1 1歳 1 , 2 5 9 1 ,2 6 8 1 ,1 7 0 1 ,2 0 0 1 , 2 0 7 1 ,1 3 4 1 ,0 9 2 1 ,1 2 6 1 ,1 2 3 1 , 0 5 8

1 2歳 1 ,3 1 7 1 ,2 5 7 1 ,2 6 9 1 ,1 7 0 1 , 1 9 7 1 ,2 0 7 1 ,1 3 4 1 ,0 9 2 1 , 1 2 6 1 , 1 2 3

1 3歳 1 ,3 5 6 1 ,3 0 7 1 ,2 5 9 1 , 2 7 0 1 , 1 7 3 1 ,1 9 6 1 ,2 0 6 1 ,1 3 3 1 , 0 9 1 1 ,1 2 5

1 4歳 1 ,3 4 7 1 ,3 5 6 1 ,3 1 4 1 , 2 5 4 1 ,2 7 0 1 ,1 7 3 1 ,1 9 6 1 ,2 0 6 1 , 1 3 3 1 ,0 9 1

1 5歳 1 ,3 6 7 1 ,3 5 7 1 ,3 6 3 1 , 3 2 2 1 ,2 5 1 1 ,2 7 5 1 ,1 7 8 1 , 2 0 1 1 , 2 1 1 1 ,1 3 8

1 6歳 1 ,3 5 6 1 ,3 6 5 1 , 3 6 2 1 , 3 6 9 1 ,3 1 9 1 ,2 5 2 1 ,2 7 6 1 , 1 7 9 1 ,2 0 2 1 ,2 1 2

1 7歳 1 ,3 7 6 1 ,3 6 1 1 , 3 6 6 1 ,3 6 7 1 ,3 6 7 1 ,3 2 1 1 ,2 5 4 1 , 2 7 8 1 ,1 8 1 1 ,2 0 4

計 21 ,4 3 3 2 0 ,9 9 0 2 0 , 5 7 8 2 0 , 1 2 2 1 9 ,6 4 3 1 9 ,1 1 5 1 8 , 6 1 2 1 8 , 1 6 1 1 7 ,6 5 9 1 7 ,2 3 8

863 869 837 762 758 733 715 700 674 660
1,996 1,899 1,826 1,821 1,703 1,597 1,571 1,527 1,493 1,450

3,269 3,192 3,111 2,979 2,920 2,833 2,696 2,574 2,440 2,396

3,492 3,397 3,308 3,284 3,260 3,184 3,053 2,972 2,885 2,747

3,694 3,630 3,563 3,524 3,425 3,344 3,333 3,299 3,223 3,092

4,020 3,920 3,842 3,694 3,640 3,576 3,536 3,431 3,350 3,339

4,099 4,083 4,091 4,058 3,937 3,848 3,708 3,658 3,594 3,554

21,433 20,990 20,578 20,122 19,643 19,115 18,612 18,161 17,659 17,238
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実績 推計
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第３ 章 教育・ 保育の量の見込みと確保の方策

（ １ ） 量の見込みの算出手順

こどもの人口推計に過年度の利用実績率（ 人口に対する利用者数の割合） から推計し た利用率

を乗じ て算出しています。

（ ２ ） 確保の方策の算出手順

①教育

公立幼稚園
各園の募集定員の合計値と し ます。 令和８ 年度に深谷、 深谷西、 藤沢、

花園幼稚園が統合されることに伴い、 定員が変更になり ます。

認定こども園

・ その他幼稚園
各園の利用定員の合計値とします。

②保育

各園の利用定員の合計値とし ます。 量の見込みが確保の方策を上回る分については引き続き

定員弾力化により 対応し ていきます。

③教育・ 保育施設等の予定施設数

本市の計画期間中における教育・ 保育施設数は次のと おり です。 確保の方策は下記の施設数

を前提に作成し ています。

施設種別 令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

特定教育・ 保育施設 46 43 43 43 43

認可保育園 33 33 33 33 33

認定こども園 5 5 5 5 5

幼稚園 8 5 5 5 5

上記以外の幼稚園 1 1 1 1 1

特定地域型保育事業 9 9 9 9 9

推計児童数 × ＝推計利用率
量の見込み

（ ニーズ量）

◎推計利用率は、 過年度の利用実績率の変動が小さ い場合は平均値、 利用実績率が大きい

場合はト レンド 推計※を用います。

算定式

※ト レンド 推計と は、 過去の実績の変化から近似式（ 傾き） を算出し 、 その傾きが今後も続く ものと し て、 将来の値を

　 推計するものです。
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（ ３ ） 量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度

１ 号 ２ 号
３ 号

１ 号 ２ 号
３ 号

０ 歳 １ 歳 ２ 歳 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳

①量の見込み 711 2 ,0 2 1 320 533 607 677 1 ,9 5 9 325 534 626

②確保の方策 1 ,001 2 ,0 9 0 296 494 642 932 2 ,0 9 0 296 494 642

保育所 - 1 ,8 2 2 222 383 501 - 1 ,8 2 2 222 383 501

認定こども園 81 268 33 56 73 87 268 33 56 73

幼稚園 600 - - - - 525 - - - -

上記以外の幼稚園 320 - - - - 320 - - - -

特定地域型保育事業 - - 41 55 68 - - 41 55 68

③差異 （② −①） 290 69 ▲24 ▲39 35 255 131 ▲29 ▲40 16

令和９ 年度 令和10年度

１ 号 ２ 号
３ 号

１ 号 ２ 号
３ 号

０ 歳 １ 歳 ２ 歳 ０ 歳 １ 歳 ２ 歳

①量の見込み 646 1 ,9 0 4 331 539 624 613 1 ,8 2 7 331 545 627

②確保の方策 932 2 ,0 9 0 296 494 642 932 2 ,0 9 0 296 494 642

保育所 - 1 ,8 2 2 222 383 501 - 1 ,8 2 2 222 383 501

認定こども園 87 268 33 56 73 87 268 33 56 73

幼稚園 525 - - - - 525 - - - -

上記以外の幼稚園 320 - - - - 320 - - - -

特定地域型保育事業 - - 41 55 68 - - 41 55 68

③差異 （② −①） 286 186 ▲35 ▲45 18 319 263 ▲35 ▲51 15

令和11年度

１ 号 ２ 号
３ 号

０ 歳 １ 歳 ２ 歳

①量の見込み 602 1 ,7 9 4 336 542 632

②確保の方策 932 2 ,0 9 0 296 494 642

保育所 - 1 ,8 2 2 222 383 501

認定こども園 87 268 33 56 73

幼稚園 525 - - - -

上記以外の幼稚園 320 - - - -

特定地域型保育事業 - - 41 55 68

③差異 （②−①） 330 296 ▲40 ▲48 10

教
育
・
保
育
の
量
の
見
込
み
と
確
保
の
方
策

第４ 部　 教育・ 保育及び地域子ども・ 子育て支援事業の量の見込みと確保の方策

第
３
章

103



第４ 章 地域子ども・ 子育て支援事業の量の見込みと確保の方策

（ １ ） 利用者支援事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
子育て家庭が幼稚園や保育園、 各種子育て支援事業を円滑に利用できるよう 、

情報の収集・ 提供や利用に係る相談支援等を行います。

実施状況及び

今後の方向性

利用者支援事業は、 こども家庭センタ ー（ 令和６ 年度に母子保健型からこども

家庭センタ ー型に移行） で実施し ています。 こども青少年課で実施し ていた利

用者支援事業（ 特定型） は、 令和７ 年度から保育課において引き続き保育事業

の利用に関し 相談に応じ 情報提供等を行う こと と し ます。 また、 新たに地域子

育て相談機関の整備を進め支援の充実を図り ます。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 ２ か所 ２ か所 ２ か所 ２ か所 ２ か所

③量の見込みと確保の方策

●こども家庭センタ ー型

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み １ か所 １ か所 １ か所 １ か所 １ か所

確保の方策 １ か所 １ か所 １ か所 １ か所 １ か所

差　 　 　 異 ０ か所 ０ か所 ０ か所 ０ か所 ０ か所

●地域子育て相談機関

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 10か所 10か所 10か所 10か所 10か所

確保の方策 10か所 10か所 10か所 10か所 10か所

差　 　 　 異 ０ か所 ０ か所 ０ か所 ０ か所 ０ か所

量の見込み算出の手順

こども家庭センター　 　 １ か所

地域子育て相談機関　 　 中学校区に１ か所　 計10か所
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（ ２ ） 地域子育て支援拠点事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う 場所を開設し 、 子育てについての相

談、 情報の提供、 助言その他の援助を行います。

実施状況及び

今後の方向性

地域子育て支援拠点事業は、 17か所の地域子育て支援センターで実施していま

す。 地域子育て支援センタ ーは、 保育園に併設し ているほか、 公共施設等を活

用し て実施し ています。 今後の量の見込みを現状の体制で満たすこと は可能で

すが、 引き続き、 現状のサービス提供体制の維持・ 向上を図り ます。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 16か所 17か所 17か所 17か所 17か所

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 17か所 17か所 17か所 17か所 17か所

確保の方策 17か所 17か所 17か所 17か所 17か所

差　 　 　 異 ０ か所 ０ か所 ０ か所 ０ か所 ０ か所

量の見込み算出の手順

私立保育園・ 認定こども園　 　 15か所

公立幼稚園・ 保育園　 　 　 　 　 ２ か所
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（ ３ ） 妊婦健康診査

①事業の概要

概　 　 　 　 要
安全な分娩と 健康なこどもの出生に努めるため、 妊娠中の異常の早期発見に努

めます。

実施状況及び

今後の方向性

母子健康手帳は保健師・ 助産師が面談により 交付し 、 保健指導を実施し ていま

す。 アンケート 、 アセスメ ント シート を使用し て、 妊婦の状況を確認し 、 支援

が必要な妊婦の把握に努めています。 妊娠・ 出産・ 育児に関する情報提供を実

施し 、 原則同一のスタ ッ フによる切れ目のない支援を行っています。 対象と な

るすべての妊婦に対し て妊婦健康診査の助成券を交付し 、 健診受診を勧めてい

きます。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 86 9人 837人 76 2人 758人 -

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 715人 700人 67 4人 660人 64 4人

確保の方策 715人 700人 67 4人 660人 64 4人

差　 　 　 異 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人

量の見込み算出の手順

各年度の翌年度における０ 歳児の人口推計を妊婦の数と推計し 、 量の見込みとしています。
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（ ４ ） 乳児家庭全戸訪問事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
生後４ か月までの乳児のいる家庭を訪問し 、 子育て支援に関する情報提供や養

育環境等の把握を行います。

実施状況及び

今後の方向性

出生児の全数訪問を実施し 、 出産後早期に居宅において子育てに対する相談を

受け、必要な情報提供を行う と と もに、支援が必要な家庭に対しては適切なサー

ビスにつなげています。 市内のすべての出生児に対し て訪問事業を実施し てい

きます。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 86 3人 869人 83 7人 762人 -

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 733人 715人 70 0人 674人 66 0人

確保の方策 733人 715人 70 0人 674人 66 0人

差　 　 　 異 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人 ０ 人

量の見込み算出の手順

出生見込み数（ 各年度の人口推計における０ 歳児人口） を量の見込みと しています。
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（ ５ ） 養育支援訪問事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
継続的な養育支援が必要な家庭に対し て、 保健師による専門的な指導を行い

ます。

実施状況及び

今後の方向性

乳児家庭全戸訪問事業、 その他母子保健事業等で把握さ れた継続的な養育支援

が必要な家庭に対して、 保健師による専門的な指導を行っています。 引き続き、

子育てに対し て強い不安や孤立感を抱える家庭への予防的支援と し て、 提供体

制を確保します。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 ５ 人回 11人回 10人回 ４ 人回 -

（ 人回＝延べ利用人数）

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み ７ 人回 ６ 人回 ６ 人回 ６ 人回 ６ 人回

確保の方策 30人回 30人回 30人回 30人回 30人回

差　 　 　 異 23人回 24人回 24人回 24人回 24人回

（ 人回＝延べ利用人数）

量の見込み算出の手順

過年度の実績が大きく 変動し ていないため、 令和２ 年度から令和５ 年度の利用率（ 実績値÷対象

者数（ ０ 〜１ 歳児）） の平均値に各年度の０ 〜１ 歳児の人口推計を乗じて算出しています。
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（ ６ ） 子育て短期支援事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
保護者が出産、 疾病などの理由で、 一時的に養育が困難な場合に、 施設におい

て泊り がけでこどもを預かり ます。

実施状況及び

今後の方向性

子育て短期支援事業の実施施設として、 乳児院（ ２ 歳未満児対象・ 市外３ か所）

と 児童養護施設（ ２ 歳以上児対象・ 市内２ か所、 市外３ か所）、 里親等（ 市内

２ か所） の計10か所と委託契約を締結し 、 サービス提供を行っています。 現状

の体制で見込み量を賄える見通しで、 引き続き、 提供体制の維持を図り ます。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 ６ 人日 ５ 人日 25人日 12人日 -

（ 人日＝延べ利用人数）

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 11人日 11人日 10人日 10人日 10人日

確保の方策 28人日 28人日 28人日 28人日 28人日

差　 　 　 異 17人日 17人日 18人日 18人日 18人日

（ 人日＝延べ利用人数）

量の見込み算出の手順

過年度の実績が大きく 変動し ていないため、 令和２ 年度から令和５ 年度の利用率（ 実績値÷対象

者数（ ０ 〜 11歳児）） の平均値に各年度の０ 〜 11歳児の人口推計を乗じて算出しています。
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（ ７ ） 子育て援助活動支援事業（ ファ ミ リ ー・ サポート ・ センター事業）

①事業の概要

概　 　 　 　 要
こどもの預かり 等の協力会員と 依頼会員による組織を設置し 、 相互援助活動に

関する連絡・ 調整等を行います。

実施状況及び

今後の方向性

ファ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ーを設置し 、 依頼会員からの支援要請があった

場合、 協力会員と の調整を行い、 支援提供を行っています。 今後も提供体制の

確保のため、 市民への事業周知及び協力会員の募集を継続し 、 協力会員の増員

に努めます。

②実績

●就学前児童

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 744人日 1 ,1 6 2人日 321人日 246人日 -

●就学児童

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 547人日 704人日 576人日 673人日 -

●病児・ 緊急対応強化事業

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 32人日 39人日 24人日 58人日 -

（ 人日＝延べ利用人数）

③量の見込みと確保の方策

●就学前児童

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 537人日 518人日 500人日 479人日 469人日

確保の方策 1 ,0 7 3人日 1 ,0 6 5人日 1 ,0 5 6人日 1 ,0 4 7人日 1 ,0 6 0人日

差　 　 　 異 53 6人日 547人日 556人日 568人日 591人日

●就学児童

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 586人日 573人日 563人日 548人日 524人日

確保の方策 1 ,1 7 1人日 1 ,1 7 9人日 1 ,1 8 8人日 1 ,1 9 7人日 1 ,1 8 4人日

差　 　 　 異 58 5人日 606人日 625人日 649人日 660人日
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●病児・ 緊急対応強化事業

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 35人日 34人日 33人日 32人日 31人日

確保の方策 120人日 120人日 120人日 120人日 120人日

差　 　 　 異 85人日 86人日 87人日 88人日 89人日

（ 人日＝延べ利用人数）

量の見込み算出の手順

過年度の実績が大きく 変動し ていないため、 令和２ 年度から令和５ 年度の利用率（ 実績値÷対象

者数） の平均値に各年度の人口推計を乗じて算出しています。
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（ ８ ） 一時預かり 事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要

【 幼稚園型】 幼稚園等において、 在園児を対象に通常の教育時間以外の預かり

を実施します。

【 一般型】 家庭において保育を受けること が一時的に困難になった乳幼児につ

いて、 保育園・ 認定こども園・ 小規模保育室等で一時的に預かり 、 必要な保育

を行います。

実施状況及び

今後の方向性

一時預かり 事業は、 市内の幼稚園、 認可保育園及び認定こども園・ 小規模保育

室等で実施し ています。 今後の量の見込みを現状の体制で満たすこと が可能で

す。 引き続き、 現状のサービス提供体制の維持・ 向上を図り ます。

②実績

●幼稚園型

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 1 ,6 5 9人日 20 , 8 3 8人日 23 ,9 9 1人日 26 ,1 0 0人日 -

●一般型

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 2 ,5 4 7人日 2 ,4 8 2人日 2 ,6 9 6人日 2 ,8 0 5人日 -

（ 人日＝延べ利用人数）

③量の見込みと確保の方策

●幼稚園型

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 31 ,7 2 2人日 33 , 3 7 7人日 34 ,8 7 5人日 35 ,9 6 6人日 38 ,1 4 1人日

確保の方策 55 ,5 6 0人日 42 , 9 6 0人日 42 ,9 6 0人日 42 ,9 6 0人日 42 ,9 6 0人日

差　 　 　 異 23 ,8 3 8人日 9 ,5 8 3人日 8 ,0 8 5人日 6 ,9 9 4人日 4 ,8 1 9人日

（ 人日＝延べ利用人数）

量の見込み算出の手順

過年度の利用率が上昇傾向にあり 、 引き続き利用率が上昇すると 見込んでいます。 すべての公立

幼稚園で一時預かり 事業を開始し た令和３ 年度から令和５ 年度の利用率を基に、 ト レンド 推計し

た各年度の利用率に１ 号認定の推計児童数を乗じて算出しています。
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●一般型

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 2 ,7 6 0人日 2 ,7 0 4人日 2 ,6 0 3人日 2 ,4 7 8人日 2 ,4 1 7人日

確保の方策 42 ,5 5 8人日 42 , 5 5 8人日 42 ,5 5 8人日 42 ,5 5 8人日 42 ,5 5 8人日

差　 　 　 異 39 ,7 9 8人日 39 ,8 5 4人日 39 ,9 5 5人日 40 , 0 8 0人日 40 ,1 4 1人日

（ 人日＝延べ利用人数）

量の見込み算出の手順

過年度の利用率が上昇傾向にあり 、 引き続き利用率が上昇すると 見込んでいます。 令和２ 年度か

ら令和５ 年度の利用率を基に、 ト レンド 推計し た各年度の利用率に１ 号、 ２ 号、 ３ 号認定の児童

数を除いた０ 〜５ 歳の人口推計を乗じて算出しています。 地
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（ ９ ） 延長保育事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
保育園や認定こども園・ 小規模保育室等において、 通常の利用時間以外の時間

に開所時間を延長し 、 保育を行います。

実施状況及び

今後の方向性

延長保育事業は、 すべての認可保育園及び認定こども園・ 小規模保育室等で通

常の利用時間帯以外の時間に開所時間を延長し 、 保育を実施し ています。 今後

の量の見込みを現状の体制で満たすこと が可能です。 引き続き、 現状のサービ

ス提供体制の維持を図り ます。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 87 2人 1 ,1 0 2人 93 3人 1 ,0 1 7人 -

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 1 ,0 4 7人 1 ,0 6 4人 1 ,0 7 7人 1 , 0 8 3人 1 ,1 0 1人

確保の方策 3 ,5 2 2人 3 ,5 2 2人 3 ,5 2 2人 3 ,5 2 2人 3 ,5 2 2人

差　 　 　 異 2 ,4 7 5人 2 ,4 5 8人 2 ,4 4 5人 2 ,4 3 9人 2 ,4 2 1人

量の見込み算出の手順

過年度の利用率が微増傾向にあり 、 引き続き利用率が微増すると 見込んでいます。 令和２ 年度か

ら令和５ 年度の利用率を基に、 ト レンド 推計し た各年度の利用率に２ ・ ３ 号認定の推計児童数を

乗じて算出しています。
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（ 10 ） 病児保育事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
病気などの回復期にあり 、 家庭での保育が困難なこどもを専用スペース等で看

護師等が一時的に保育します。

実施状況及び

今後の方向性

市内に１ か所の病後児保育施設を設け、 事業を実施し ており ます。 今後の量の

見込みを現状の体制で満たすこと が可能です。 引き続き、 現状のサービス提供

体制の維持を図り ます。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 25人日 82人日 60人日 67人日 -

（ 人日＝延べ利用人数）

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 59人日 58人日 56人日 54人日 53人日

確保の方策 980人日 980人日 980人日 980人日 980人日

差　 　 　 異 92 1人日 922人日 924人日 926人日 927人日

（ 人日＝延べ利用人数）

量の見込み算出の手順

過年度の実績が大きく 変動し ていないため、 令和２ 年度から令和５ 年度の利用率（ 実績値÷対象

者数（ ０ 〜 11歳児）） の平均値に各年度の０ 〜 11歳児の人口推計を乗じて算出しています。
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（ 11 ） 放課後児童健全育成事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
保護者が就労等により 昼間家庭にいない小学校に就学し ている児童に対し 、 授

業の終了後に適切な遊び及び生活の場を提供し 、 その健全な育成を図り ます。

実施状況及び

今後の方向性

すべての小学校敷地内（ 隣接を含む） に学童保育施設を整備し 、 公立・ 私立の

施設において確保の方策を超えての希望者があれば、 上記の施設を拠点と し 、

余裕教室等を借用、 整備し 、 支援員の確保を行う など、 緊急かつ柔軟に、 受け

皿を確保する仕組みを構築してきまし た。 今後も引き続き、 学童保育の需要が

高まること が想定さ れますが、 同様の方法により 、 量の見込みに対し て、 同数

の受け皿確保が可能です。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 2 ,5 0 4人 2 ,4 5 4人 2 ,5 6 5人 2 , 6 9 3人 -

１ 　 年　 生 632人 59 7人 646人 67 3人 -

２ 　 年　 生 586人 61 8人 584人 64 0人 -

３ 　 年　 生 526人 52 4人 538人 54 0人 -

４ 　 年　 生 370人 408人 397人 41 4人 -

５ 　 年　 生 247人 214人 257人 262人 -

６ 　 年　 生 143人 93人 14 3人 164人 -

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 2 ,8 5 2人 2 ,8 8 9人 2 ,9 2 5人 2 ,9 5 7人 2 ,9 2 3人

１ 　 年　 生 687人 67 1人 682人 69 3人 632人

２ 　 年　 生 656人 675人 660人 67 2人 685人

３ 　 年　 生 616人 605人 624人 613人 626人

４ 　 年　 生 449人 465人 45 5人 468人 458人

５ 　 年　 生 275人 299人 31 3人 308人 320人

６ 　 年　 生 169人 174人 19 1人 203人 20 2人

確保の方策 2 ,3 1 1人 2 ,3 1 1人 2 ,3 1 1人 2 ,3 1 1人 2 ,3 1 1人

差　 　 　 異 ▲ 541人 ▲ 578人 ▲ 614人 ▲ 646人 ▲ 612人
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量の見込み算出の手順

過年度の利用率が上昇傾向にあり 、 引き続き利用率が上昇すると 見込んでいます。 令和２ 年度か

ら令和５ 年度の利用率を基に、 ト レンド 推計し た各年度の学年別利用率に各学年の推計児童数を

乗じて算出しています。
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（ 12 ） 実費徴収に係る補足給付を行う 事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
保護者の世帯所得の状況等を勘案し て、 認定こども園、 幼稚園、 保育園等に対

して保護者が支払う べき副食費、 行事費や教材費等の助成を行います。

実施状況及び

今後の方向性

副食費については、 新制度に移行し ていない幼稚園の利用者を対象とし て、 令

和元年10月１ 日の幼児教育・ 保育無償化に伴い実施すると と もに、 国の補助対

策から外れる第３ 子以降の助成を市独自で行います。

併せて、 新制度の給付を受ける認定こども園、 幼稚園、 保育園などを利用し て

いる生活保護世帯のこどもを対象に教材費や行事費等の助成を引き続き実施し

ていきます。

②実績

●国補助対象分（ 副食費助成、 教材費・ 行事費助成）

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 158人月 191人月 176人月 150人月 -

●市単独分（ 副食費助成）

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 42人月 39人月 43人月 37人月 -

（ 人月＝延べ利用人数）

③量の見込みと確保の方策

●国補助対象分（ 副食費助成、 教材費・ 行事費助成）

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 152人月 145人月 139人月 131人月 129人月

確保の方策 792人月 792人月 792人月 792人月 792人月

差　 　 　 異 64 0人月 647人月 653人月 661人月 663人月

●市単独分（ 副食費助成）

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 36人月 35人月 33人月 31人月 31人月

確保の方策 360人月 360人月 360人月 360人月 360人月

差　 　 　 異 32 4人月 325人月 327人月 329人月 329人月

（ 人月＝延べ利用人数）
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量の見込み算出の手順

【 副食費助成】

過年度の実績が大きく 変動し ていないため、 令和２ 年度から令和５ 年度の利用率（ 実績値÷対象

者数（ ３ 〜５ 歳児）） の平均値に各年度の３ 〜５ 歳児の人口推計を乗じて算出しています。

【 教材費・ 行事費助成】

過年度の実績が大きく 変動し ていないため、 令和２ 年度から令和５ 年度の利用率（ 実績値÷対象

者数（ ０ 〜５ 歳児）） の平均値に各年度の０ 〜５ 歳児の人口推計を乗じて算出しています。
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（ 13 ） 多様な主体の参入促進・ 能力活用事業

概　 　 　 　 要

特定教育・ 保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多

様な事業者の能力を活用し た特定教育・ 保育施設等の設置又は運営を促進する

ための事業です。

実施状況及び

今後の方向性

現在事業を実施し ていませんが今後の子育て環境の変化等に合わせて、 必要と

判断する場合には該当となる事業所の支援を検討します。

（ 14 ） 子育て世帯訪問支援事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要

訪問支援員が、 家事・ 子育て等に対して不安・ 負担を抱えた子育て家庭、 妊産婦、

ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し 、 家庭が抱える不安や悩みを傾聴

すると と もに、 家事・ 子育て等の支援を実施します。

実施状況及び

今後の方向性

子育ての負担軽減を図るため、 家事や育児の支援が必要な子育て家庭等に訪問

支援員を派遣する事業を令和７ 年度から新たに開始します。

②量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 192人日 192人日 192人日 192人日 192人日

確保の方策 192人日 192人日 192人日 192人日 192人日

差　 　 　 異 ０ 人日 ０ 人日 ０ 人日 ０ 人日 ０ 人日

（ 人日＝延べ利用人数）

量の見込み算出の手順

国の量の見込みの考え方を基に、 推計児童数（ ０ 〜 17歳） に推計利用割合及び推計平均利用日数

を乗じて算出しています。
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（ 15 ） 児童育成支援拠点事業

概　 　 　 　 要

養育環境等に課題を抱える、 家庭や学校に居場所のない児童等に対して、 当該

児童の居場所となる場を開設し 、 児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、

生活習慣の形成や学習のサポート 、 進路等の相談支援、 食事の提供等を行う と

と もに、 児童及び家庭の状況をアセスメ ント し 、 関係機関へのつなぎを行う 等

の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供します。

実施状況及び

今後の方向性

必要な事業量を推計するため、 事業の対象と なる児童の実態把握に努めると と

もに、事業の運営方法、実施内容等、本事業の提供体制の検討を進めていきます。

（ 16 ） 親子関係形成支援事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要

児童と の関わり 方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対

し 、 講義やグループワーク、 ロールプレイ等を通じ て、 児童の心身の発達の状

況等に応じた情報の提供、 相談及び助言を実施します。

実施状況及び

今後の方向性

令和６ 年度から未就学児の保護者を対象に、 子育てや虐待予防の知識を伝える

講座を２ 回連続形式で開催しています。 引き続き、 子育てに不安や悩みを抱え

る保護者の負担感を軽減し 、 健全な親子関係の形成を支援し ていく ため、 提供

体制の維持を図り ます。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 - - - - 10人

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 10人 ９ 人 ９ 人 ９ 人 ８ 人

確保の方策 12人 12人 12人 12人 12人

差　 　 　 異 ２ 人 ３ 人 ３ 人 ３ 人 ４ 人

量の見込み算出の手順

各年度の０ 〜５ 歳推計人口に令和６ 年度の実績から推計した利用率を乗じて算出しています。
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（ 17 ） 乳児等通園支援事業（ こども誰でも通園制度）

概　 　 　 　 要

保育所等において、 乳児又は幼児であって満３ 歳未満のもの（ 保育所に入所し

ているもの等を除く 。） に適切な遊び及び生活の場を与えると と もに、 保護者

との面談や子育てについての情報の提供、 助言等を行います。

実施状況及び

今後の方向性

令和８ 年度からの本格実施に向けて、 事業の課題等を整理し 必要な提供体制の

確保を図っていきます。

（ 18 ） 妊婦等包括相談支援事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
妊婦のための支援給付と 併せて、 妊婦等に対する相談支援事業を実施し 、 妊娠

期から子育て期までの切れ目のない伴走型相談支援の充実を図り ます。

実施状況及び

今後の方向性

現在、 伴走型相談支援と し て行っている、 妊娠届出時や妊娠８ か月時の電話支

援及び新生児訪問の機会を活用し 、 情報提供や相談対応等を行う と と もに必要

な支援につないでいきます。

②量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 2 ,1 4 5回 2 ,1 0 0回 2 ,0 2 2回 1 , 9 8 0回 1 ,9 3 2回

確保の方策 2 ,1 4 5回 2 ,1 0 0回 2 ,0 2 2回 1 ,9 8 0回 1 ,9 3 2回

差　 　 　 異 ０ 回 ０ 回 ０ 回 ０ 回 ０ 回

量の見込み算出の手順

各年度の翌年度における０ 歳児の人口推計を妊婦の数と 推計し、 １ 人当たり の相談件数３ 回を乗

じて算出しています。
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（ 19 ） 産後ケア事業

①事業の概要

概　 　 　 　 要
産後の母子の心身の健康を支え、 育児の不安を軽減するため、 母親の身体的回

復を支援するケア、 授乳指導や育児相談等を実施します。

実施状況及び

今後の方向性

平成29年度から事業を開始し 、 宿泊型・ 訪問型・ 日帰り 型で母体と乳児のケア、

育児に関する相談等を実施しています。 引き続き、 現状のサービス提供体制の

維持・ 向上を図っていきます。

②実績

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

実　 　 　 績 89人日 64人日 67人日 120人日 120人日

（ 人日＝延べ利用人数）

③量の見込みと確保の方策

令和７ 年度 令和８ 年度 令和９ 年度 令和10年度 令和11年度

量の見込み 134人日 137人日 137人日 137人日 137人日

確保の方策 142人日 142人日 142人日 142人日 142人日

差　 　 　 異 ８ 人日 ５ 人日 ５ 人日 ５ 人日 ５ 人日

（ 人日＝延べ利用人数）

量の見込み算出の手順

各年度の０ 歳推計人口に令和５ 〜６ 年度の実績（ ６ 年度は10月時点の利用実績から年間実績を推

計） から推計した利用率及び平均利用日数を乗じて算出しています。
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第５ 章 教育・ 保育の一体的提供及び推進体制の確保等

幼児期の教育・ 保育は、 生涯にわたる人格形成の基礎を培う 重要なも のであるこ と を念頭に

こどもの最善の利益を第一に考え、 教育・ 保育の計画的な提供や質の向上に関係機関と 連携し て

取り 組んでいきます。

①教育・ 保育の一体的な提供

国では幼児期の教育・ 保育を一体的に提供するため、 認定こども園への移行を進めており 、

本市では５ 園が運営されています。 引き続き地域の実情や教育・ 保育のニーズを踏まえ、 幼稚

園・ 保育所が認定こども園への移行を希望する場合には、 必要な支援をしていきます。

②教育・ 保育施設等の連携

幼稚園教諭・ 保育士がお互いの理解を深め資質の向上を図れるよう 、 研修に対し 支援し てい

きます。 認定こども園・ 幼稚園・ 保育所と 小学校・ 中学校が情報共有を行う 場を通じ て、 発達

状況に応じ た連続性のあるきめ細かな対応を図り 、 こどもが幼児期から学齢期へ円滑に移行で

きるよう 、 支援し ていきます。

③乳児等通園支援事業と教育・ 保育施設の連携

乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れ体制や乳児等通園支援事業者と 教育・ 保育施設と

の間の連携体制を整備し 、 乳児等通園支援事業の利用から教育・ 保育施設の利用への円滑な移

行を支援し ていきます。
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